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笠井信一知事

小河滋次郎博士

済世顧問制度 則闕(そっけつ）主義

適任者がいなければ欠員のまま

笠井信一岡山県知事によって
創設された貧⺠救済制度。
済世顧問は「防貧事業」を

遂⾏し、「貧⺠の良き友」で
あって、自立の方法を指導する者であると
同時に、「貧困による社会上の悲劇を根
絶」し、「地方改良の事業を促進」させて、
社会の基礎を固めるものと説明している。

⺠⽣委員制度の起源とされ、済⽣顧問
設置規程の公布日である５月12日を、
「⺠⽣委員・児童委員の日」としている
（全⺠児連）。※令和６年、記念日登録

方面委員制度必置主義

方面に必ず委員を置く

林市蔵大阪府知事が、府救
済事業指導嘱託であった小河
滋次郎博士の協力を得て創設
した制度。「方面」とは「地

域」のことを意味し、方面委員は、担当す
る地域の状況を調査把握し、「救済」が必
要な人と「救済」機関をつなぐことが職務
とされた。大正10年時点で、
方面数39、委員数758名。
現在の⺠⽣委員制度の原型と

され、必置主義であったため、
後に全国的な広がりを見せた。
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１００年を紡いだ民生委員の歴史１

（１）済世顧問制度、⽅⾯委員から⺠⽣委員児童委員へ

参照︓活動のてびきP.87〜

1917年(大正６年)５月12日
済世顧問設置規程公布

1918年(大正７年)10月７日
大阪府⽅⾯委員規程公布

林市蔵知事

◇全国的な普及と⺠⽣委員制度に⾄る流れ
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１００年を紡いだ民生委員の歴史１

「救護法実施請願ノ表」上奏前に皇居前に
整列した全国の⽅⾯委員代表（昭和６年）

※北海道では…
大正11年(1922年)４月に保導委員設置規程を公布。昭和６年

(1931年)12月に保導委員を廃止し、北海道⽅⾯委員規程を制定。
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明治39年(1906年) に大阪毎日新聞が「歳末同情
募金」を集めたのが始まりとされており、その後、
方面委員が中心となって、全国的に「歳末同情募
金」運動を展開。以来、方面委員（⺠⽣委員）は、
共同募金運動の中心的な役割を担っている。 第１回共同募金運動

第１回共同募金運動
の募金総額は約５億
9,000万円。
現在の貨幣価値に換

算すると、約1,200億円
〜1,500億円と言われる。

【時代背景】
昭和22年(1947年）当時、戦前に6,700あった⺠間の

社会福祉施設は戦災などで3,000あまりに減少。ＧＨＱ
により公私分離の原則が打ち出され、憲法89条により
⺠間社会福祉事業に対する公的補助が不可能に。
公費による支援が打ち切られたことから、共同募金

による資金支援は大きな役割を果たした。

（２）⺠⽣委員児童委員の運動が社会に与えた影響
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１００年を紡いだ民生委員の歴史１

昭和22年(1947年) 第１回共同募金運動実施

EPISODE１ 民生委員と赤い羽根共同募金運動

昭和26年(1951年) 岡山県で「⺠⽣委員一人一世帯自立更⽣運動」を実施

昭和27年(1952年) 第７回全国大会（滋賀県大津市）
→⺠⽣委員一人一世帯更⽣運動の実践

申し合わせ

運動の効果
①大部分の市町村で法外援助資金（たすけあい資金）を設置

②心配ごと相談所の設置などによる組織的な相談活動の強化

③地域の社会福祉に対する向上

④低所得者に対する融資制度の創設促進

→昭和30年(1955年)「世帯更⽣資金貸付制度創設」
※現在の「⽣活福祉資金貸付制度」
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１００年を紡いだ民生委員の歴史１

EPISODE２ 世帯更生運動と生活福祉資金貸付制度



昭和43年(1968年) 「居宅ねたきり老人の実態調査」
→調査の結果、70歳以上の寝たきり高齢者が全国で20万人以上

いることを明らかに。この調査を契機に、厚⽣省が重点施策

の重要な柱として、「寝たきり高齢者対策」を掲げるなど、

在宅福祉施策の充実にも大きな影響を与えた。

昭和48年(1973年) 「孤独死老人追跡調査」
→ひとり暮らし高齢者の厳しい⽣活状況を明らかにした。この

結果を受け、昭和48年には、①近隣住⺠による日常協力体制

の確立、②孤立する高齢者への福祉サービスの充実、を目標に

「孤独死老人ゼロ運動」を全国的に展開。
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１００年を紡いだ民生委員の歴史１

EPISODE３ 全国モニター調査
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１ １００年を紡いだ民生委員の歴史
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

活動てびき関係法令

47ページ⺠⽣委員法第5条地域の中から選任される
51、53ページ地方公務員法第３条

第3項第2号
厚⽣労働大臣から委嘱された非常勤特別職の
地⽅公務員

66ページ児童福祉法第16条児童委員を兼ねる

73ページ⺠⽣委員法第４条
北海道⺠⽣委員定数条例

市町村ごとに人数（定数）が決められている

57ページ⺠⽣委員法第10条任期は３年で再任も可能

52、57ページ⺠⽣委員法第10条無給のボランティア ※活動費は支給される

52、58ページ⺠⽣委員法第16条職務上の地位を政治目的への利用禁止

51、58ページ⺠⽣委員法第15条守秘義務がある

58ページ⺠⽣委員法第13条⺠⽣委員は区域をもって活動

66ページ⺠⽣委員法第13条
児童福祉法第17条第2項

主任児童委員は区域をもたず、子どもや子育
て家庭への支援を専門に担当

（１）⺠⽣委員児童委員とは
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互助共済制度給付内容
参照︓活動のてびきP.156
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民生委員児童委員活動保険
参照︓活動のてびきP.159

第１条 民生委員は、社会奉仕の精神をもって、常に住民の立場

に立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉

の増進に努めるものとする。

法律では、⺠⽣委員の任務を

“社会福祉の増進”
としている。
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

（２）⺠⽣委員の任務

⺠⽣委員活動の
起点、出発点

参照︓活動のてびきP.57



第２条 民生委員は、常に、人格識見の向上と、その職務を行う

上に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

つまり、法律では、
人がらや物事を正しく判断する力を磨き、活動のための知識・技術
を身につけてください。といっている。
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

（３）⺠⽣委員の⼼構え

道知事

民生委員法第18条
都道府県知事は、民生委員の指導訓練を
実施しなければならない。

指導訓練の義務

参照︓活動のてびきP.57

研修等への参加

実際の活動法 的 根 拠

第14条 民生委員の職務は、次のとおりとする。

訪問活動、世帯票作成、マップづくりなど一 住民の生活状態を必要に応じ適切に把握しておくこと。

相談支援活動など二 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常

生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、

助言その他の援助を行うこと。

関係機関等の情報提供、チラシの配布など三 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために

必要な情報の提供その他の援助を行うこと。

専門職への橋渡し、福祉イベント協力、

街頭啓発参加、調査協力など

四 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関す

る活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援する

こと。

要保護世帯の発見や連絡、虐待の通告

など

五 社会福祉法に定める福祉に関する事務所（以下「福祉事務

所」という。）その他の関係行政機関の業務に協力すること。

地域行事参加、サロン活動、安全パト

ロール、防災合同訓練など

２ 民生委員は、前項の職務を行なうほか、必要に応じて、住民の

福祉の増進を図るための活動を行う。

①民生委員の職務（民生委員法）

（４）⺠⽣委員児童委員の職務内容
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２
参照︓活動のてびきP.9〜



②児童委員の職務（児童福祉法）
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

実際の活動法 的 根 拠

第17条 児童委員は、次に掲げる職務を行う。

訪問活動、世帯票作成、マップづくり

など

一 児童及び妊産婦につき、その生活及び取り巻く環境の状況を

適切に把握しておくこと。

相談支援活動など二 児童及び妊産婦につき、その保護、保健その他福祉に関し、

サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の

援助及び指導を行うこと。

関係機関等の情報提供、チラシの配布など

専門職への橋渡し、イベント協力

三 児童及び妊産婦に係る社会福祉を目的とする事業を経営する

者又は児童の健やかな育成に関する活動を行う者と密接に連携

し、その事業又は活動を支援すること。

要保護児童の発見や連絡、虐待の通告、

行政への協力など

四 児童福祉司又は福祉事務所の社会福祉主事の行う職務に協力

すること。

街頭啓発、ｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝ運動など五 児童の健やかな育成に関する気運の醸成に努めること。

地域行事参加、サロン活動、安全パト

ロールなど

六 前各号に掲げるもののほか、必要に応じて、児童及び妊産婦

の福祉の増進を図るための活動を行うこと。

参照︓活動のてびきP.11〜

児童福祉法第16条第２項で、「⺠⽣委員は児童委員に充てられたものとする」と定めています。これが
「児童委員」の兼職の根拠となりますが、さらに、第16条第３項では、「児童委員のうちから、主任児童委
員を指名する」を定めています。
つまり、主任児童委員も⺠⽣委員児童委員であるということです。ただ、主任児童委員は、⺠⽣委員法第

13条に規定される「担当の区域」をもっていない点が、他の⺠⽣委員児童委員と大きく異なる点になります。
なお、主任児童委員の活動エリアは、所属する単位⺠児協のエリアになります。

③主任児童委員の職務（児童福祉法）
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

実際の活動法 的 根 拠

第17条 （略）

関係機関と児童委員との連絡調整

（子育てサロンや調査など）

２ 主任児童委員は、前項各号に掲げる児童委員の職務について、

児童の福祉に関する機関と児童委員（主任児童委員であるもの

を除く。以下この項において同じ。）と連絡調整を行うととも

に、児童委員の活動に対する援助及び協力を行う。

個別支援活動など３ 前項の規定は、主任児童委員が第１項各号に掲げる児童委員

の職務を行うことを妨げるものではない。

主任児童委員とは…
⼦どもや⼦育てに関する支援を専門に担当する（主に任ずる）⺠⽣委員児童委員を指します。

【トピックス】主任児童委員も⺠⽣委員児童委員

参照︓活動のてびきP.14

⺠⽣委員児童委員委嘱 主任児童委員指名



主任児童委員へ向けた道民児連の取り組み
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２

道民児連おしゃべりサロン（オンライン）の実施

・全道の主任児童委員の孤立防止、仲間づくり、きずなづくりをコンセプト

・対⾯研修の代替手段ではないＩＣＴを駆使した
“主任児童委員活動を支える新しい仕組みづくり”

令和７年度は３回実施 ＋ 令和８年２月１８日（水）にオンラインセミナー開催

オンラインサロンの様子（Zoom画像）

大切なこと・・・

⺠⽣委員の活動は多岐にわたるが、
「できる範囲で、できることをする」

のが基本！

決して無理はしないこと
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民生委員児童委員の法的な位置づけ２
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１ １００年を紡いだ民生委員の歴史

２ 民生委員児童委員の法的な位置づけ

３ 民生委員児童委員の基本的な活動

４ 民生委員児童委員協議会について

５ その他活動の留意点
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民生委員児童委員の基本的な活動３
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民生委員児童委員の基本的な活動３

見つける みまもるつなぐ

小学校通学路での声かけ運動
（北広島市）

関係機関と共催イベント実施時に
警察による交通安全、防犯啓発
（函館市）

地域のつながりを高める活動として
高齢者の集いを開催
（滝川市）

道内⺠児協の活動事例
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１ １００年を紡いだ民生委員の歴史

２ 民生委員児童委員の法的な位置づけ

３ 民生委員児童委員の基本的な活動

４ 民生委員児童委員協議会について

５ その他活動の留意点



第20条 民生委員は、都道府県知事が市町村長の意見をきいて定める区域

ごとに、民生委員協議会を組織しなければならない。

２ 前項の規定による民生委員協議会を組織する区域を定める場合におい

ては、特別の事情があるときの外、市においてはその区域を数区域に

分けた区域をもって、町村においてはその区域をもって１区域としな

ければならない。

※複数設置可

■北海道内の法定単位⺠児協（札幌市を除く）
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民生委員児童委員協議会について４

275 ⺠児協

計 419 ⺠児協

（１）⺠児協の設置

【市】

※原則ひとつだけ
144 ⺠児協【町村】

参照︓活動のてびきP.41〜

令和７年12月１日時点

第24条 民生委員協議会の任務は、次のとおりとする。

一 民生委員が担当する区域又は事項を定めること。

二 民生委員の職務に関する連絡及び調整をすること。

三 民生委員の職務に関して福祉事務所その他の行政機関との連絡

に当たること。

四 必要な資料及び情報を集めること。

五 民生委員をして、その職務に必要な知識技術を習得させること。

六 その他民生委員が職務を遂行するに必要な事項を処理すること。

２ 民生委員協議会は、民生委員の職務に関して必要と認める意見を

関係各庁に具申することができる。

３ 民生委員協議会は、市町村の区域を単位とする社会福祉関係団体

の組織に加わることができる。

４ 市長村長及び福祉事務所その他の関係行政機関の職員は、民生委

員協議会に出席し、意見を述べることができる。

⺠⽣委員の意⾒具申は法律で認められている
23

民生委員児童委員協議会について４

（２）⺠児協の任務



⺠⽣委員制度創設100周年記念パネル展等、公開の承諾をいただいた写真等を使用しています。

研修会の様子（江差町）

24

民生委員児童委員協議会について４

（３）⺠児協の性格

他県の⺠児協との交流も（中標津町）

連絡調整の場 研修・研究の場
活動経験を
交流する場

(定例会開催)

情報共有 スキル向上 連携強化
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１ １００年を紡いだ民生委員の歴史

２ 民生委員児童委員の法的な位置づけ

３ 民生委員児童委員の基本的な活動

４ 民生委員児童委員協議会について

５ その他活動の留意点



民生委員法第15条

民生委員は、その職務を遂行するに当っては、個人の人格を尊重し、そ

の身上に関する秘密を守り、人種、信条、性別、社会的身分又は門地に

よって、差別的又は優先的な取扱をすることなく、且つ、その処理は、実

情に即して合理的にこれを行わなければならない。

但し、ここでいう守秘義務は、自分を除くすべての第三者に情報提供を⾏う
ことを禁じているものではない。
⇒⺠⽣委員は「つなぎ役」としての役割がある。
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その他活動の留意点５

⺠⽣委員は非常勤特別職の地方公務員であるため、個人情報保護法の適用は
受けないが、⺠⽣委員法第15条において守秘義務が課せられている。

⺠⽣委員は多くの個人情報を保有するため、個人情報が記載された書類等の
厳重な管理が求められる。

（１）守秘義務

参照︓活動のてびきP.51

災害に備える⺠⽣委員児童委員ハンドブック【令和７年度版】より抜粋

27

その他活動の留意点５

災害の発⽣が迫っている場合や発災直後は自らと
家族の安全確保を最優先する

災害の備えは日ごろの活動の延⻑上にあることを
意識する

地域において支援を必要とする人に、必要な支援
がもれることなく届くように配慮する

❶

❷

❸

（２）災害に備える⺠⽣委員活動の基本的な考え⽅
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